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　センターの愛称『はぴあ』は、幸せを意味す
る『ハッピー』と、仲間を意味する『ピア』、
柱や橋脚を意味する『ピアー』からイメージさ
れた言葉です。一人ひとりの幸せを支える柱と
なる施設でありつつ、誰もが仲間を作れて、よ
り幸せになるための拠点であるようにとの願い
が込められています。

社福祉センター 2 階

施  設  の  場  所

施 設 の 開 所 日

年末年始を除く平日
で、8時30分から17
時15分まで

・落ちつきがなく、絶えず動いている。　
・授業に集中できない。学習についていけない。
・友達とうまく遊べない。トラブルが多い。
・コミュ二ケーションに支障がある。
・就学や就労について不安がある。

研  修  ･  啓  発
保健・福祉・教育な
どの分野の従事者や、
市民へ向けた研修会
を開催します。

巡回相談・指導
専門スタッフが学校
 ・園を訪問。必要な
支援を学校・園の職
員と一緒に考え、情
報を共有します。

来　所　相　談
子どもの発達や、行
動・学習など、気に
なることを相談でき
ます。また、医師・
心理士等による専門
相談も実施します。
（専門相談は要予約）

療　育　事　業
未就園の子どもと保
護者を対象に、グル
ープでの遊びを通し
て心身の発達を促す
教室を実施します。

お子さんのことで、不安に感じることがあれば、お気軽にご相談ください。

相談の申し込み・問い合わせ
加東市発達サポートセンター『はぴあ』　（社福祉センター 2 階）　☎27-8100
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　加東市では、発達障害などで支援の必要なお子さんに対し、

幼少期から就労に至るまで、総合的に支援する拠点施設・加東
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問い合わせ　上下水道部管理課　水道お客さまセンター　（庁舎 3階）　☎43-0539

督促・催告・訪問徴収・給水停止予告・給水停止執行等の対応状況
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問い合わせ　市民生活部市民課（庁舎 1階）　☎43-0390

◆申請手続きに持参いただくもの
１．通知カード（マイナンバーが記載された紙製のカード）
２．本人確認書類
　●1点でよいもの
　　　
　　　
　●2点必要なもの
　　　
　　　
３．認印（スタンプ印不可）

マイナンバーカード　休日申請・受取窓口マイナンバーカード　休日申請・受取窓口マイナンバーカード　休日申請・受取窓口

○マイナンバーカードの取得をサポート中 ●カードの受け取りはお早めに
　マイナンバーカード休日申請・受取窓口では、こ
れからマイナンバーカードの交付を申請する方を対
象に、必要な書類の作成や、証明写真の撮影をお手伝
いしています。この機会にぜひ申請してください。

　マイナンバーカードの交付申請を、郵送で手続き
された方、または、パソコン・スマートフォンなど
で手続きされた方のうち、カードをまだ受け取って
おられない方は、市民課までカードの受け取りにお
越しいただく必要があります。
　カードは本人しか受け取れませんので、平日の開
庁時間にお越しいただくことが難しい方は、休日受
け取り窓口をご利用ください。　

証明書コンビニ交付サービスは、7月20日（木）、メンテナンスのために、業務を休止します。

７月２３日（日）８時３０分～１２時に開設７月２３日（日）８時３０分～１２時に開設
加東 伝の助
兵庫県加東市社 50番地
平成20年 11月 5日 男

７月２３日（日）８時３０分～１２時に開設

◆カード受け取り時に持参いただくもの
○左記の『申請手続きに持参いただくもの』の１．と２．
○市民課からお届けした回答書つきのハガキ
　（個人番号カード交付・電子証明書発行通知書兼照会書）
◎住民基本台帳カードをお持ちの方は、返納する
　必要があるため、必ずお持ちください。

（ （公的機関が発行した顔写真
付きの書類
運転免許証・住民基本台帳
カード・パスポートなど

（ （公的機関が発行した顔写真
のついていない書類
健康保険証・年金手帳・介
護保険など


